
 

議案第１６号  

羽生市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す

る条例  

羽生市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第４号）の一

部を次のように改正する。  

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては

「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

（１）  改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するとき

は、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。  

（２）  改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。  

（３）  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改  正  後  改  正  前  

（部分休業の承認）  （部分休業の承認）  

第２０条  （略）  第２０条  （略）  

２  勤務時間条例第１４条第２項第６

号の規定による特別休暇又は勤務時

間条例第１７条の規定による介護時

間の承認を受けて勤務しない職員に

対する部分休業の承認については、

１日につき２時間から当該特別休暇

若しくは当該介護時間の承認を受け

て勤務しない時間を減じた時間を超

えない範囲内又は１年につき１０日

を 超 え な い 範 囲 内 で 行 う も の と す

る。  

２  勤務時間条例第１４条第２項第６

号の規定による特別休暇又は勤務時

間条例第１７条の規定による介護時

間の承認を受けて勤務しない職員に

対する部分休業の承認については、

１日につき２時間から当該特別休暇

又は当該介護時間の承認を受けて勤

務しない時間を減じた時間を超えな

い範囲内で行うものとする。  

３  非常勤職員に対する部分休業の承

認については、１日につき、当該非

常勤職員について１日につき定めら

れた勤務時間から５時間４５分を減

じた時間を超えない範囲内（当該非

常勤職員が育児時間又は育児休業、

介護休業等育児又は家族介護を行う

労働者の福祉に関する法律（平成３

年法律第７６号）第６１条の２第２０

 



 

項の規定による介護をするための時

間（以下「介護をするための時間」

という。）の承認を受けて勤務しな

い場合にあっては、当該時間を超え

ない範囲内で、かつ、２時間から当

該育児時間又は当該介護をするため

の時間の承認を受けて勤務しない時

間を減じた時間を超えない範囲内）

又は１年につき１０日を超えない範

囲内で行うものとする。  

  

附  則  

この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

  令和７年２月２６日提出  

埼玉県羽生市長  河  田  晃  明    

  



 

 


